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第２ 法律及び運用 

 

法律及び運用 

 

目次 

➢法律 

●現行の制定法 

●植物品種権利（PVR）判例法 

➢運用 

●法定単位 

〇欧州植物品種権(CPVR)に関する異議 

〇CPVRの無効 

〇CPVRの取消 

〇欧州連合審判部、第一審裁判所、及び法廷における訴訟 

●審判部 

 

法律 

 

現行の制定法 

このセクションでは、欧州植物品種権システムに関する法制について詳述する。特に、CPVOに関連す

る３件の主な規則と本適用以降の修正を含む農家自家採種の例外(Farm Saved Seeds exemption) にも言

及する。 

 

PVR判例法 

PVR判例法データベース 

PVR判例法データベースは、植物品種問題を取り扱うEU加盟国の裁判所、第一審裁判所、法廷、CPVO

審判部、EPO（欧州特許庁）及びEUIPO（欧州連合知的財産権庁）の判決と判決理由を編集したものであ

る。特定のケースの検索を容易にするために、キーワードリストを利用して拾い読みすることができる｡ 

このデータベースには、英語でケースの概要を読むための様々な機能を備えている。関連する判決と

判決理由はオリジナル言語で利用できる。このデータベースで提供された文書は各々判決を下した組織

体が提供した公式バージョンの判決と判決理由ではない点に留意されたい。よって、公式な判決と判決

理由にアクセスする場合、関係組織体に相談されたい。このデータは個人の使用目的のみとし、その他

の使用についてはCPVOに連絡されたい。 

CPVOは、可能な限りの最高品質のデータを提供する。どれほど定期的に更新しても、データベースは

必ずしも完全であるとは言えない生きたシステムである。また、このシステムはインタラクティブとな

っており、ユーザーは以下のリンクを通してCPVOに質問したり、追加情報やケースを伝えることが可能

である。 
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PVR判例法データベース (http://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/PVCRCaseLaw) 

 

PVR判例法小冊子1995 – 2015  

2015年の20回目の記念日を期に、CPVOは小冊子を出版した。その小冊子には、1995年から

2015年にわたるCPVO審判部判決の概要、先の訴訟や欧州連合第一審裁判所、法定への控訴

に関する判決理由が記載されている。 

 

 

この刊行物はEUの出版局 (http://bookshop.europa.eu/en/cpvo-case-law-1995-2015-pbTG0415259/? 

CatalogCategoryID=gL8KABstUbkAAAEjiocY4e5K)、又は、媒体掲載 (http://www.cpvo.europa.eu/ 

documents/lex/pvrcaselaw/1995-2015_PVR_case-law_booklet_LD.pdf)のダウンロードでも入手できる。 

 

運用 

 

法律ユニット 

法律ユニットはCPVRシステムに関連した問題、及び管理上の問題に関する法的助言を総裁、又はその

他の事務所単位に提供する；解釈と意見を提供し、法律の起草もする；様々なCPVO委員会に参加し、欧

州植物品種庁が適用しているEUの手続きや法制が終始一貫していることを確認する；CPVR申請に対する

異議申立て手続きの管理をする；CPVRの無効と取消要請の管理をする；欧州連合審判部、第一審裁判所､

及び法廷における法的訴訟手続きにおいて欧州植物品種庁を代表する。 

 

CPVRに関する異議 (理事会規則(EC)No.2100/94第59条) 

誰でも、CPVRの付与について異議申立書を提出することで申請後、及び付与日前のいつでも欧州植物

品種庁に申し立てることができる。品種の名称のみの場合、異議申し立ては提案された名称の公表から

３ヶ月以内に行わなければならない。 

 

異議申立人はCPVR付与手続きの当事者であり、また、同時に申請者でなければいけない。異議申立は

以下の論点のみに基づかなければならない。 

➢DUSテスト条件及び新規性は規則（第7及び11条）に従っていない、及び／又は➢提案された品種

の名称には障害がある（第63条(3)又は(4)） 

「CPVRの付与や異議に関する判決」に対して責任がある委員会は、異議についての判決を行う（第3

委員会）。 

 

CPVRの無効(理事会規則(EC)No.2100/94第20条) 

以下が確定した場合、欧州植物品種庁は、自らの動議によって、又は、要請の下でCPVRが無効である

と供述しなければならない。 

➢CPVR付与時に、区別性、又は、新規性の条件が遵守されていなかった 

➢CPVR付与が基本的に申請者作成の情報と文書に基づいて為された際に、権利付与時に、均一性、

 

 

安定性の条件が遵守されていなかった 

➢権利がそれに見合う法的権利がない者に付与された、但し、そのような法的権利を有する者に譲

渡される場合を除く 

「CPVRの無効や取消に関する判決」に対して責任がある委員会は、無効についての判決を行う（第1

委員会）。一旦、CPVRが無効であると公表された場合、理事会規則(EC)No.2100/94(ex tunc)に従って、

当該権利は最初から何ら影響を受けるものではなかったことになる。 

 

CPVRの取消(理事会規則(EC)No.2100/94第21条) 

以下が確定した場合、欧州植物品種庁は、自らの動議によって、又は、要請の下でCPVRを取り消さな

ければならない。 

➢均一性、安定性の条件は既に遵守されていない 

所有者がそう要請し、また、欧州植物品種庁が特定した期限内であることが確定した場合、欧州植物

品種庁は、自らの動議によって、又は、要請の下でCPVRを取り消してもよい 

➢第64条(3)項に従った義務を履行していなかった 

➢第66条に記載のケースで、別の適切な品種の名称を提案しない 

➢現行自らのCPVRを所有する費用を支払い損ねた 

➢最初の所有者として、又は、第23条に基づく譲渡の結果としての権原の相続人として国籍や手続

き的代表者（権利付与の取り扱い）の条件をもはや満たしていない 

「CPVRの無効や取消に関する判決」に対して責任がある委員会は、無効についての判決を行う（第1

委員会）。欧州植物品種庁は将来（今から）に効果のあるCPVRを取り消さなければならない。 

 

欧州連合審判部、第一審裁判所、及び法廷における訴訟（理事会規則(EC)No.2100/94第67及び73条） 

欧州植物品種庁の判決に対して、いかなる自然人も、法人も第82条に従って控訴することができる。 

控訴は、第20条 (無効)、第21条 (取消)、第59条 (異議)、第61条 (申請の拒絶)、第62条 (申請の認

可)、第63条 (品種名称の承認)及び第66条 (品種名称の修正)に従って下された欧州植物品種庁の判決で

成立しなければならない。また、第83条に定められた料金、第85条に定められたコスト、第87条に定め

られた登録書類の情報の登録、抹消、及び第88条に定められた公衆の縦覧と関連した判決でも成立しな

ければならない。 

第74条に従って直接の控訴が法廷に持ち込まれない限り、控訴は、第29条 (強制ライセンスの許諾) 及

び第100条 (CPVR所有者資格の変更)に従って下された欧州植物品種庁の判定で成立してもよい。 

控訴申立の最終期限は控訴申立人の住所宛て決定書送達日から２ヶ月、不在の場合には決定の公告日

から期限開始対象にされる。控訴の理由を述べた陳述書は前述の公告日から4ヶ月以内に提出しなければ

ならない。 

その者、又は、別の者に対して為された判決の妨げになっても、控訴手続きが不調に（全体、又は、

部分的に）終わったその者にとって直接的で個人的な関心事となる判決に対して、いかなる自然人でも、

法人でも欧州植物品種庁の判決に対して控訴することができ、更に審判部の判決に対して欧州連合第一

審裁判所に訴訟申立を行うことができる。 

第一審裁判所への訴訟は能力の不足、基本的な手続要件の違背、条約や規則(EC)No.2100/94、もしく
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PVR判例法データベース (http://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/PVCRCaseLaw) 

 

PVR判例法小冊子1995 – 2015  

2015年の20回目の記念日を期に、CPVOは小冊子を出版した。その小冊子には、1995年から

2015年にわたるCPVO審判部判決の概要、先の訴訟や欧州連合第一審裁判所、法定への控訴

に関する判決理由が記載されている。 

 

 

この刊行物はEUの出版局 (http://bookshop.europa.eu/en/cpvo-case-law-1995-2015-pbTG0415259/? 

CatalogCategoryID=gL8KABstUbkAAAEjiocY4e5K)、又は、媒体掲載 (http://www.cpvo.europa.eu/ 

documents/lex/pvrcaselaw/1995-2015_PVR_case-law_booklet_LD.pdf)のダウンロードでも入手できる。 

 

運用 

 

法律ユニット 

法律ユニットはCPVRシステムに関連した問題、及び管理上の問題に関する法的助言を総裁、又はその

他の事務所単位に提供する；解釈と意見を提供し、法律の起草もする；様々なCPVO委員会に参加し、欧

州植物品種庁が適用しているEUの手続きや法制が終始一貫していることを確認する；CPVR申請に対する

異議申立て手続きの管理をする；CPVRの無効と取消要請の管理をする；欧州連合審判部、第一審裁判所､

及び法廷における法的訴訟手続きにおいて欧州植物品種庁を代表する。 

 

CPVRに関する異議 (理事会規則(EC)No.2100/94第59条) 

誰でも、CPVRの付与について異議申立書を提出することで申請後、及び付与日前のいつでも欧州植物

品種庁に申し立てることができる。品種の名称のみの場合、異議申し立ては提案された名称の公表から

３ヶ月以内に行わなければならない。 

 

異議申立人はCPVR付与手続きの当事者であり、また、同時に申請者でなければいけない。異議申立は

以下の論点のみに基づかなければならない。 

➢DUSテスト条件及び新規性は規則（第7及び11条）に従っていない、及び／又は➢提案された品種

の名称には障害がある（第63条(3)又は(4)） 

「CPVRの付与や異議に関する判決」に対して責任がある委員会は、異議についての判決を行う（第3

委員会）。 

 

CPVRの無効(理事会規則(EC)No.2100/94第20条) 

以下が確定した場合、欧州植物品種庁は、自らの動議によって、又は、要請の下でCPVRが無効である

と供述しなければならない。 

➢CPVR付与時に、区別性、又は、新規性の条件が遵守されていなかった 

➢CPVR付与が基本的に申請者作成の情報と文書に基づいて為された際に、権利付与時に、均一性、

 

 

安定性の条件が遵守されていなかった 

➢権利がそれに見合う法的権利がない者に付与された、但し、そのような法的権利を有する者に譲

渡される場合を除く 

「CPVRの無効や取消に関する判決」に対して責任がある委員会は、無効についての判決を行う（第1

委員会）。一旦、CPVRが無効であると公表された場合、理事会規則(EC)No.2100/94(ex tunc)に従って、

当該権利は最初から何ら影響を受けるものではなかったことになる。 

 

CPVRの取消(理事会規則(EC)No.2100/94第21条) 

以下が確定した場合、欧州植物品種庁は、自らの動議によって、又は、要請の下でCPVRを取り消さな

ければならない。 

➢均一性、安定性の条件は既に遵守されていない 

所有者がそう要請し、また、欧州植物品種庁が特定した期限内であることが確定した場合、欧州植物

品種庁は、自らの動議によって、又は、要請の下でCPVRを取り消してもよい 

➢第64条(3)項に従った義務を履行していなかった 

➢第66条に記載のケースで、別の適切な品種の名称を提案しない 

➢現行自らのCPVRを所有する費用を支払い損ねた 

➢最初の所有者として、又は、第23条に基づく譲渡の結果としての権原の相続人として国籍や手続

き的代表者（権利付与の取り扱い）の条件をもはや満たしていない 

「CPVRの無効や取消に関する判決」に対して責任がある委員会は、無効についての判決を行う（第1

委員会）。欧州植物品種庁は将来（今から）に効果のあるCPVRを取り消さなければならない。 

 

欧州連合審判部、第一審裁判所、及び法廷における訴訟（理事会規則(EC)No.2100/94第67及び73条） 

欧州植物品種庁の判決に対して、いかなる自然人も、法人も第82条に従って控訴することができる。 

控訴は、第20条 (無効)、第21条 (取消)、第59条 (異議)、第61条 (申請の拒絶)、第62条 (申請の認

可)、第63条 (品種名称の承認)及び第66条 (品種名称の修正)に従って下された欧州植物品種庁の判決で

成立しなければならない。また、第83条に定められた料金、第85条に定められたコスト、第87条に定め

られた登録書類の情報の登録、抹消、及び第88条に定められた公衆の縦覧と関連した判決でも成立しな

ければならない。 

第74条に従って直接の控訴が法廷に持ち込まれない限り、控訴は、第29条 (強制ライセンスの許諾) 及

び第100条 (CPVR所有者資格の変更)に従って下された欧州植物品種庁の判定で成立してもよい。 

控訴申立の最終期限は控訴申立人の住所宛て決定書送達日から２ヶ月、不在の場合には決定の公告日

から期限開始対象にされる。控訴の理由を述べた陳述書は前述の公告日から4ヶ月以内に提出しなければ

ならない。 

その者、又は、別の者に対して為された判決の妨げになっても、控訴手続きが不調に（全体、又は、

部分的に）終わったその者にとって直接的で個人的な関心事となる判決に対して、いかなる自然人でも、

法人でも欧州植物品種庁の判決に対して控訴することができ、更に審判部の判決に対して欧州連合第一

審裁判所に訴訟申立を行うことができる。 

第一審裁判所への訴訟は能力の不足、基本的な手続要件の違背、条約や規則(EC)No.2100/94、もしく
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は申請に関する法の規定の違背、更には権力の誤用の理由で持ち込まれるかもしれない。訴訟は審判部

の決定書通達日から2ヶ月以内に第一審裁判所へ持ち込まなければいけない。 

第一審裁判所の決定は法廷で控訴してもよい。 

 

審判部 

➢組織構成 (/en/about-us/law-and\practice/board-appeal#2)  

 

１ 法律 

（1）効力のある法令 

 

現行の制定法 

 

基本規則 994年７月27日付け 欧州植物品種権に関する理事会規則(EC)No.2100/94 (OJ L 

227 of 01.09.94 p.1) 

基本規則に係る施行 

規則 

欧州植物品種権の手続きに関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 251 of 

24.09.09 p.3) を適用するための施行規則を確立するための2009年９月17日付け

理事会規則(EC)No. 874/2009 

品種の名称 

料金規則 

欧州植物品種権の支払料金に関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 121 of 

01.06.95 p.37) を適用するための施行規則を確立するための1995年5月31日付け

理事会規則(EC)No. 1238/95 

基本規則第14条で定 

められた欧州植物品 

種権の農作物課税控 

除(the agricultural  

exemption)に関する 

施行規則 

理事会規則(EC)No. 2100/94第14条(3)項に定められた欧州植物品種権の農作物課

税控除(the agricultural exemption)に関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 

173 25.07.95 p.14) を適用するための施行規則を確立するための1995年7月24日

付け理事会規則(EC)No. 1768/95 

 

欧州連合構成省庁 

(HTTP://WWW.EUROPA.EU) 

欧州連合構成省庁 

ネットワークメンバー 

(HTTPS://EUAGENCIES.EU/) 

 

  

 

 

（2）各法律の現行の制定 

現行の制定法 

 

基本規則 994年７月27日付け 欧州植物品種権に関する理事会規則(EC)No.2100/94 (OJ L 227 of 

01.09.94 p.1) 

1994年７月27日

付け 

欧州植物品種権に関する理事会規則(EC)No.2100/94 (OJ L 227 of 01.09.94 p.1) 

1994年９月１日 理事会規則(EC)No. 2100/94とそれ以降の修正 

1995年10月28日 理事会規則(EC)No. 2506/95とそれ以降の修正 

1996年12月24日 理事会規則(EC)No. 2470/96とそれ以降の修正にある権限を可能ならしめる執行 

（§§2第19条） 

2003年５月16日 理事会規則(EC)No. 807/2003 (ec-ndeg8072003)とそれ以降の修正 

2003年９月29日 理事会規則(EC)No.1650/2003  

(/en/about-us/law-and-praitice/legistration-in-force/regulation-en-ndeg16502

003)とそれ以降の修正 

2004年４月30日 理事会規則(EC)No.873/2004  

(/en/about-us/law-and-praitice/legistration-in-force/regulation-en-ndeg87320

4)とそれ以降の修正 

2008年１月11日 理事会規則(EC)No.15/2008  

(/en/about-us/law-and-praitice/legistration-in-force/regulation-en-ndeg15200

8)とそれ以降の修正 

 

統合版： 

非公式な統合版（最新更新日は 2008 年８月 31 日付け） 

 

基本規則に係る

施行規則 

欧州植物品種権の手続きに関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 251 of 24.09.09 

p.3) を適用するための施行規則を確立するための2009年９月17日付け理事会規則

(EC)No. 874/2009 

1995年６月１日 理事会規則(EC)No.1239/95  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-no-123995

)とそれ以降の修正 

1996年３月13日 理事会規則(EC)No.448/96  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg44896

)とそれ以降の修正 

2002年12月７日 理事会規則(EC)No.2181/2002  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg21812

002)とそれ以降の修正 

2005年７月１日 理事会規則(EC)No.1002/2005  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg10022

005)とそれ以降の修正 
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は申請に関する法の規定の違背、更には権力の誤用の理由で持ち込まれるかもしれない。訴訟は審判部

の決定書通達日から2ヶ月以内に第一審裁判所へ持ち込まなければいけない。 

第一審裁判所の決定は法廷で控訴してもよい。 

 

審判部 

➢組織構成 (/en/about-us/law-and\practice/board-appeal#2)  

 

１ 法律 

（1）効力のある法令 

 

現行の制定法 

 

基本規則 994年７月27日付け 欧州植物品種権に関する理事会規則(EC)No.2100/94 (OJ L 

227 of 01.09.94 p.1) 

基本規則に係る施行 

規則 

欧州植物品種権の手続きに関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 251 of 

24.09.09 p.3) を適用するための施行規則を確立するための2009年９月17日付け

理事会規則(EC)No. 874/2009 

品種の名称 

料金規則 

欧州植物品種権の支払料金に関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 121 of 

01.06.95 p.37) を適用するための施行規則を確立するための1995年5月31日付け

理事会規則(EC)No. 1238/95 

基本規則第14条で定 

められた欧州植物品 

種権の農作物課税控 

除(the agricultural  

exemption)に関する 

施行規則 

理事会規則(EC)No. 2100/94第14条(3)項に定められた欧州植物品種権の農作物課

税控除(the agricultural exemption)に関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 

173 25.07.95 p.14) を適用するための施行規則を確立するための1995年7月24日

付け理事会規則(EC)No. 1768/95 

 

欧州連合構成省庁 

(HTTP://WWW.EUROPA.EU) 

欧州連合構成省庁 

ネットワークメンバー 

(HTTPS://EUAGENCIES.EU/) 

 

  

 

 

（2）各法律の現行の制定 

現行の制定法 

 

基本規則 994年７月27日付け 欧州植物品種権に関する理事会規則(EC)No.2100/94 (OJ L 227 of 

01.09.94 p.1) 

1994年７月27日

付け 

欧州植物品種権に関する理事会規則(EC)No.2100/94 (OJ L 227 of 01.09.94 p.1) 

1994年９月１日 理事会規則(EC)No. 2100/94とそれ以降の修正 

1995年10月28日 理事会規則(EC)No. 2506/95とそれ以降の修正 

1996年12月24日 理事会規則(EC)No. 2470/96とそれ以降の修正にある権限を可能ならしめる執行 

（§§2第19条） 

2003年５月16日 理事会規則(EC)No. 807/2003 (ec-ndeg8072003)とそれ以降の修正 

2003年９月29日 理事会規則(EC)No.1650/2003  

(/en/about-us/law-and-praitice/legistration-in-force/regulation-en-ndeg16502

003)とそれ以降の修正 

2004年４月30日 理事会規則(EC)No.873/2004  

(/en/about-us/law-and-praitice/legistration-in-force/regulation-en-ndeg87320

4)とそれ以降の修正 

2008年１月11日 理事会規則(EC)No.15/2008  

(/en/about-us/law-and-praitice/legistration-in-force/regulation-en-ndeg15200

8)とそれ以降の修正 

 

統合版： 

非公式な統合版（最新更新日は 2008 年８月 31 日付け） 

 

基本規則に係る

施行規則 

欧州植物品種権の手続きに関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 251 of 24.09.09 

p.3) を適用するための施行規則を確立するための2009年９月17日付け理事会規則

(EC)No. 874/2009 

1995年６月１日 理事会規則(EC)No.1239/95  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-no-123995

)とそれ以降の修正 

1996年３月13日 理事会規則(EC)No.448/96  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg44896

)とそれ以降の修正 

2002年12月７日 理事会規則(EC)No.2181/2002  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg21812

002)とそれ以降の修正 

2005年７月１日 理事会規則(EC)No.1002/2005  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg10022

005)とそれ以降の修正 
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2008年４月22日 理事会規則(EC)No.355/2008  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg35520

08)とそれ以降の修正 

2009年９月17日 理事会規則(EC)No.874/2009  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg87420

09)とそれ以降の修正 

2016年９月２日 理事会規則(EC)No.2016/1448  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-no-201614

48)とそれ以降の修正 

 

統合版： 

非公式な統合版（最新更新日は 2016 年 12 月６日付け） 

 

品種の名称  

2007年３月21日 2007年３月21日付け管理委員会で採択された品種名称のためのガイドライン

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/guidelines-variety-deno

minations-adopted-administrative-council-21032007)  

2012年11月28日 2012年11月28日付け管理委員会で採択された品種名称のためのガイドライン

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/guidelines-variety-deno

minations-adopted-administrative-council-28112012) 

2017年10月４日 品種名称(クラス213)のためのガイドラインに関する付属文書の修正 

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/amendment-annex-guideli

nes-variety-denominations-class-213) 

料金規則 欧州植物品種権の支払料金に関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 121 of 01.06.95 

p.37) を適用するための施行規則を確立するための1995年5月31日付け理事会規則

(EC)No. 1238/95  

1995年５月31日 規則(EC)No.1238/95  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-no-123895

)とそれ以降の修正 

2000年２月12日 規則(EC)No.329/2000  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg32920

00)とそれ以降の修正 

2003年３月29日 規則(EC)No.569/2003  

/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg569200

3)とそれ以降の修正 

2005年７月21日 規則(EC)No.1177/2005  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg11772

005)とそれ以降の修正 

2005年12月15日 規則(EC)No.2039/2005  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg20392

005)とそれ以降の修正 

2008年６月20日 規則(EC)No.572/2008  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg57220

 

 

08)とそれ以降の修正 

2012年６月16日 規則(EC)No.510/2012  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-ndeg51020

12)とそれ以降の修正 

2013年６月28日 規則(EC)No.623/2013  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-ndeg62320

13)とそれ以降の修正 

2014年12月５日 規則(EC)No.1294/2014  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-ndeg12942

014)とそれ以降の修正 

2015年12月１日 規則(EC)No.2206/2015  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-ndeg22062

015)とそれ以降の修正 

2016年12月７日 規則(EC)No.2141/2016  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-ndeg21412

016)とそれ以降の修正 

 

統合版： 

非公式な統合版（最新更新日は 2017 年１月１日付け） 

 

基本規則第14条で

定められた欧州植

物品種権の農作物

課 税 控 除 (the 

agricultural 

exemption)に関す

る施行規則 

理事会規則(EC)No. 2100/94第14条(3)項に定められた欧州植物品種権の農作物課税

控除(the agricultural exemption)に関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 173 

25.07.95 p.14) を適用するための施行規則を確立するための1995年７月24日付け理

事会規則(EC)No. 1768/95 

1995年７月24日 規則(EC)No.1768/95  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-ec-no-176895)とそれ以降の修正 

1998年12月４日 規則No.2605/98  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-260598)とそ

れ以降の修正 

 

統合版： 

非公式な統合版（最新更新日は 1998 年 12 月 24 日付け） 
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(HTTP://WWW.EUROPA.EU) 

欧州連合構成省庁 

ネットワークメンバー 

(HTTPS://EUAGENCIES.EU/) 

 

138

P052-282.indd   138 2018/08/23   14:28:58



 

 

2008年４月22日 理事会規則(EC)No.355/2008  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg35520

08)とそれ以降の修正 

2009年９月17日 理事会規則(EC)No.874/2009  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg87420

09)とそれ以降の修正 

2016年９月２日 理事会規則(EC)No.2016/1448  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-no-201614

48)とそれ以降の修正 

 

統合版： 

非公式な統合版（最新更新日は 2016 年 12 月６日付け） 

 

品種の名称  

2007年３月21日 2007年３月21日付け管理委員会で採択された品種名称のためのガイドライン

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/guidelines-variety-deno

minations-adopted-administrative-council-21032007)  

2012年11月28日 2012年11月28日付け管理委員会で採択された品種名称のためのガイドライン

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/guidelines-variety-deno

minations-adopted-administrative-council-28112012) 

2017年10月４日 品種名称(クラス213)のためのガイドラインに関する付属文書の修正 

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/amendment-annex-guideli

nes-variety-denominations-class-213) 

料金規則 欧州植物品種権の支払料金に関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 121 of 01.06.95 

p.37) を適用するための施行規則を確立するための1995年5月31日付け理事会規則

(EC)No. 1238/95  

1995年５月31日 規則(EC)No.1238/95  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-no-123895

)とそれ以降の修正 

2000年２月12日 規則(EC)No.329/2000  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg32920

00)とそれ以降の修正 

2003年３月29日 規則(EC)No.569/2003  

/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg569200

3)とそれ以降の修正 

2005年７月21日 規則(EC)No.1177/2005  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg11772

005)とそれ以降の修正 

2005年12月15日 規則(EC)No.2039/2005  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg20392

005)とそれ以降の修正 

2008年６月20日 規則(EC)No.572/2008  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-ec-ndeg57220

 

 

08)とそれ以降の修正 

2012年６月16日 規則(EC)No.510/2012  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-ndeg51020

12)とそれ以降の修正 

2013年６月28日 規則(EC)No.623/2013  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-ndeg62320

13)とそれ以降の修正 

2014年12月５日 規則(EC)No.1294/2014  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-ndeg12942

014)とそれ以降の修正 

2015年12月１日 規則(EC)No.2206/2015  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-ndeg22062

015)とそれ以降の修正 

2016年12月７日 規則(EC)No.2141/2016  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-eu-ndeg21412

016)とそれ以降の修正 

 

統合版： 

非公式な統合版（最新更新日は 2017 年１月１日付け） 

 

基本規則第14条で

定められた欧州植

物品種権の農作物

課 税 控 除 (the 

agricultural 

exemption)に関す

る施行規則 

理事会規則(EC)No. 2100/94第14条(3)項に定められた欧州植物品種権の農作物課税

控除(the agricultural exemption)に関する理事会規則(EC)No. 2100/94(OJ L 173 

25.07.95 p.14) を適用するための施行規則を確立するための1995年７月24日付け理

事会規則(EC)No. 1768/95 

1995年７月24日 規則(EC)No.1768/95  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-ec-no-176895)とそれ以降の修正 

1998年12月４日 規則No.2605/98  

(/en/about-us/law-and-practice/legistration-in-force/regulation-260598)とそ

れ以降の修正 

 

統合版： 

非公式な統合版（最新更新日は 1998 年 12 月 24 日付け） 

 

欧州連合構成省庁 
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（3）欧州植物品種権に係る理事会規則 

 

本ドキュメントは文書化ツールとしてのみ用意されたものであり、その内容に関して機関はいか

なる責任も負わない。 

 

欧州植物品種権に係る理事会規則 (EC) No 2100/94 

1994年７月27日付 

(OJ L 227, 1.9.1994, p. 1) 

 

改訂記録: 

官報 

No   ページ   日付 

理事会規則 (EC) No 2506/95、1995年10月25日 L 258 ３ 28.10.1995 

理事会規則 (EC) No 807/2003、2003年４月14日 L 122 36 16.5.2003 

理事会規則 (EC) No 1650/2003、2003年６月18日 L 245 28 29.9.2003 

理事会規則 (EC) No 873/2004、2004年４月29日 L 162 38 30.4.2004 

理事会規則 (EC) No 15/2008、2007年12月20日 L 8 ２ 11.1.2008 

 

 

欧州植物品種権に係る理事会規則(EC) No 2100/94 

1994年７月27日付 

 

 

欧州連合理事会は、 

欧州共同体設立条約を考慮し、とりわけ235条を考慮し委員会からの提案(1)を考慮しまた欧州議会の意

見(2)を考慮しさらに欧州議会の意見(3)を考慮したうえで適用しうる産業財産制度に対し、植物品種が特

定の問題をもたらしており植物品種の産業財産制度が共同体レベルで統一されておらず、したがって、

一律ではない加盟国の法律によって引き続き規制されておりこのような状況では、国内制度と共存する

ことになるが、共同体全体で有効な産業財産権を付与することのできる共同体の制度を定めることが適

切でありこの共同体制度の実施および適用は、加盟国当局によって行われるのではなく、法人格を持つ

共同体事務局である「欧州植物品種庁」が行うのが適切であり、このシステムは、バイオテクノロジー

を含む植物育種技術の発達を考慮すべきであり、新品種の育成と開発を促進するためには、現状と比較

してすべての植物育成者に対する保護策を改善しなければならないが、一般的に又は特定の育種技術の

場合に保護へのアクセスが不当に損なわれてはならず、植物のすべての属および種の品種が保護可能で 

 

(1)  OJ No C 244, 28.9.1990, p. 1 and OJ No C 113, 23.4.1993, p. 7. 

(2)  OJ No C 305, 23.11.1992, p. 55 and OJ No C 67, 16.3.1992, p. 148. 

(3)  OJ No C 305, 23.11.1992, p. 55 and OJ No C 67, 16.3.1992, p. 148. 

 

 

なければならず保護対象となる品種は、国際的に認知された必要条件、すなわち区別性、均一性、安定

性、新規性に適合していなければならず、同時に規定の品種名称によって指定されていなければならず

このシステムが正しく機能するためには、 植物品種の定義を提供することが重要でありこの定義は、知

的財産権、とくに特許分野において確立されているであろう定義を改変するものではなく、あるいは、

植物や種苗を含む製品、そのような他の産業財産権の下にあるプロセスを管理下におく適用法を妨害又

は排除するものでもなくしかし、両方の分野に共通する定義を有することは非常に望ましく、したがっ

て、そのような共通定義に達するためには国際レベルでの適切な努力が支持されるべきであり欧州植物

品種権を付与するためには、品種に関連する重要な特徴の評価が必要であるが、しかし、これらの特徴

は、かならずしもそれらの経済的重要性に関連する必要はなく同時にこのシステムは、共同体植物品種

保護の権利が誰に付属するものであるかを明確にしなければならず、なかには１名ではなく複数名が共

有する場合があるかもしれず、申請するための正式な資格を制定しなければならずこのシステムはまた、

本規則で使用される用語「所有者」を定義しなければならず、それ以上の詳細を持たない「所有者」と

いう用語が第29条(5)を含む本規則に使用されているが、これは第13条(1)の意味の範囲内にあるものと

し欧州植物品種権による効力は共同体全体で統一すべきであることから、所有者間の合意を必要とする

商取引は厳密に範囲を定めなければならず、保護の範囲は、保護されていない共同体外部の国との貿易

を考慮して、多くの国の制度よりも広く、その品種の特定の材料にまで拡大すべきであり、しかし、権

利の消尽の原則の導入により保護が過度なものでないことを補償しなければならず植物育種を促進する

ため、本システムは基本として、開発と利用、および新品種開発を目的とした保護された品種への自由

なアクセスという国際的に容認された規定を承認するものであり新品種が、明らかに異なるものではあ

るが本質的には元の品種から由来したという場合には、後者の所有者からのある種の従属関係が作られ

るべきであり欧州植物品種権の行使は、公的利益のための条項で定められた制限の対象とならなければ

ならずこれには農業生産保護が含まれ、その目的は、農業従事者が特定の条件下で繁殖のために収穫物

を使用する権限を必要としその条件は共同体レベルで制定されることが確保されなければならず特定の

機能を提供する材料を市場に供給する、あるいは改良品種を継続して育成する動機を維持する必要性を

含むであろう、公的利益の特定の状況下での強制的なライセンス供与が提供されるべきであり所定の品

種名称の使用を義務づけるべきであり欧州植物品種権は原則として、最低限25年間、ブドウおよび樹木

種では最低限30年間は有効とするべきであり、これを終了させるための他の根拠を明確にすべきであり

欧州植物品種権は所有者の財産の対象であり、したがって、加盟国のこれと一致しない法的条項、とく

に民法との関連における役割を明確にしなければならず、このことはまた、権利侵害の調停および欧州

植物品種権の付与の実施についても適用されなければならず欧州植物品種権システムの原則が完全に適

用されることが、他のシステムの効力により損なわれないようにする必要があり、この目的のために、

加盟国の既存の国際公約に準拠した特定の規則が、他の産業財産権との関係性に関して必要とされ特許

のような他の産業財産システムが付与する保護の条件が適用されるべきかどうか、あるいは欧州植物品

種権との一貫性のために修正すべきかどうか、またそれをどこまで拡大するかを分析することが不可欠

であり必要に応じて、これを追加の共同体法によってバランスのとれた規則を規定すべきであり欧州植

物品種権および刊行物の付与、終了又は確認に関連する審判部を含めた欧州植物品種庁の義務および権

限は、他のシステムで定められた規則に基づいて可能な限りモデル化され、また同じく、植物品種庁の

組織や手続規則、特に管理理事会を通じた委員会と加盟国との協力、技術審査における審査局の関与、
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（3）欧州植物品種権に係る理事会規則 

 

本ドキュメントは文書化ツールとしてのみ用意されたものであり、その内容に関して機関はいか

なる責任も負わない。 

 

欧州植物品種権に係る理事会規則 (EC) No 2100/94 

1994年７月27日付 

(OJ L 227, 1.9.1994, p. 1) 

 

改訂記録: 

官報 

No   ページ   日付 

理事会規則 (EC) No 2506/95、1995年10月25日 L 258 ３ 28.10.1995 

理事会規則 (EC) No 807/2003、2003年４月14日 L 122 36 16.5.2003 

理事会規則 (EC) No 1650/2003、2003年６月18日 L 245 28 29.9.2003 

理事会規則 (EC) No 873/2004、2004年４月29日 L 162 38 30.4.2004 

理事会規則 (EC) No 15/2008、2007年12月20日 L 8 ２ 11.1.2008 

 

 

欧州植物品種権に係る理事会規則(EC) No 2100/94 

1994年７月27日付 

 

 

欧州連合理事会は、 

欧州共同体設立条約を考慮し、とりわけ235条を考慮し委員会からの提案(1)を考慮しまた欧州議会の意

見(2)を考慮しさらに欧州議会の意見(3)を考慮したうえで適用しうる産業財産制度に対し、植物品種が特

定の問題をもたらしており植物品種の産業財産制度が共同体レベルで統一されておらず、したがって、

一律ではない加盟国の法律によって引き続き規制されておりこのような状況では、国内制度と共存する

ことになるが、共同体全体で有効な産業財産権を付与することのできる共同体の制度を定めることが適

切でありこの共同体制度の実施および適用は、加盟国当局によって行われるのではなく、法人格を持つ

共同体事務局である「欧州植物品種庁」が行うのが適切であり、このシステムは、バイオテクノロジー

を含む植物育種技術の発達を考慮すべきであり、新品種の育成と開発を促進するためには、現状と比較

してすべての植物育成者に対する保護策を改善しなければならないが、一般的に又は特定の育種技術の

場合に保護へのアクセスが不当に損なわれてはならず、植物のすべての属および種の品種が保護可能で 

 

(1)  OJ No C 244, 28.9.1990, p. 1 and OJ No C 113, 23.4.1993, p. 7. 

(2)  OJ No C 305, 23.11.1992, p. 55 and OJ No C 67, 16.3.1992, p. 148. 

(3)  OJ No C 305, 23.11.1992, p. 55 and OJ No C 67, 16.3.1992, p. 148. 

 

 

なければならず保護対象となる品種は、国際的に認知された必要条件、すなわち区別性、均一性、安定

性、新規性に適合していなければならず、同時に規定の品種名称によって指定されていなければならず

このシステムが正しく機能するためには、 植物品種の定義を提供することが重要でありこの定義は、知

的財産権、とくに特許分野において確立されているであろう定義を改変するものではなく、あるいは、

植物や種苗を含む製品、そのような他の産業財産権の下にあるプロセスを管理下におく適用法を妨害又

は排除するものでもなくしかし、両方の分野に共通する定義を有することは非常に望ましく、したがっ

て、そのような共通定義に達するためには国際レベルでの適切な努力が支持されるべきであり欧州植物

品種権を付与するためには、品種に関連する重要な特徴の評価が必要であるが、しかし、これらの特徴

は、かならずしもそれらの経済的重要性に関連する必要はなく同時にこのシステムは、共同体植物品種

保護の権利が誰に付属するものであるかを明確にしなければならず、なかには１名ではなく複数名が共

有する場合があるかもしれず、申請するための正式な資格を制定しなければならずこのシステムはまた、

本規則で使用される用語「所有者」を定義しなければならず、それ以上の詳細を持たない「所有者」と

いう用語が第29条(5)を含む本規則に使用されているが、これは第13条(1)の意味の範囲内にあるものと

し欧州植物品種権による効力は共同体全体で統一すべきであることから、所有者間の合意を必要とする

商取引は厳密に範囲を定めなければならず、保護の範囲は、保護されていない共同体外部の国との貿易

を考慮して、多くの国の制度よりも広く、その品種の特定の材料にまで拡大すべきであり、しかし、権

利の消尽の原則の導入により保護が過度なものでないことを補償しなければならず植物育種を促進する

ため、本システムは基本として、開発と利用、および新品種開発を目的とした保護された品種への自由

なアクセスという国際的に容認された規定を承認するものであり新品種が、明らかに異なるものではあ

るが本質的には元の品種から由来したという場合には、後者の所有者からのある種の従属関係が作られ

るべきであり欧州植物品種権の行使は、公的利益のための条項で定められた制限の対象とならなければ

ならずこれには農業生産保護が含まれ、その目的は、農業従事者が特定の条件下で繁殖のために収穫物

を使用する権限を必要としその条件は共同体レベルで制定されることが確保されなければならず特定の

機能を提供する材料を市場に供給する、あるいは改良品種を継続して育成する動機を維持する必要性を

含むであろう、公的利益の特定の状況下での強制的なライセンス供与が提供されるべきであり所定の品

種名称の使用を義務づけるべきであり欧州植物品種権は原則として、最低限25年間、ブドウおよび樹木

種では最低限30年間は有効とするべきであり、これを終了させるための他の根拠を明確にすべきであり

欧州植物品種権は所有者の財産の対象であり、したがって、加盟国のこれと一致しない法的条項、とく

に民法との関連における役割を明確にしなければならず、このことはまた、権利侵害の調停および欧州

植物品種権の付与の実施についても適用されなければならず欧州植物品種権システムの原則が完全に適

用されることが、他のシステムの効力により損なわれないようにする必要があり、この目的のために、

加盟国の既存の国際公約に準拠した特定の規則が、他の産業財産権との関係性に関して必要とされ特許

のような他の産業財産システムが付与する保護の条件が適用されるべきかどうか、あるいは欧州植物品

種権との一貫性のために修正すべきかどうか、またそれをどこまで拡大するかを分析することが不可欠

であり必要に応じて、これを追加の共同体法によってバランスのとれた規則を規定すべきであり欧州植

物品種権および刊行物の付与、終了又は確認に関連する審判部を含めた欧州植物品種庁の義務および権

限は、他のシステムで定められた規則に基づいて可能な限りモデル化され、また同じく、植物品種庁の

組織や手続規則、特に管理理事会を通じた委員会と加盟国との協力、技術審査における審査局の関与、
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さらには必要な予算措置も同様にモデル化され植物品種庁は、前述の加盟国および委員会の代表者から

なる管理理事会による助言および監督を受けなければならずこの規則の採用によって、条約が第235条に

ある以外の権限を与えることはなく本規則は、「植物の新品種の保護に関する国際条約（UPOV条約）」

や「欧州特許の付与に関する条約（欧州特許条約）」、あるいは「知的所有権の貿易関連の側面に関す

る協定」のような既存の国際条約を偽造品の貿易も含めて考慮し、その結果として、欧州特許条約が要

求する範囲においてのみ、すなわちそのような品種を栽培するために、植物品種の特許取得を禁じるこ

とができ本規則は、前述の条約の将来的展開に照らして、必要に応じて改正のために再考察されるべき

ではあるが、本規則を採択した。 

 

第１部 

 

総則 

 

第１条 

欧州植物品種権 

 

欧州植物品種権のシステムは、植物品種のための共同体産業財産権の唯一にして排他的な形態として、

これにより確立される。 

 

第２条 

欧州植物品種権の効力の統一 

 

欧州植物品種権は、共同体の領域内において一様な効力を有し、前述の領域内においては統一基準以

外で付与、移転、又は終了されることはない。 

 

第３条 

植物品種の国内財産権 

 

本規則は、第92条(1)の規定に従って、加盟国が植物品種の国家の財産権を付与する権利を損なうもの

ではない。 

 

第４条 

欧州植物品種庁 

 

本規則を実施する目的により、欧州植物品種庁を設立し、以後これを「植物品種庁」という。 

 

 

 

 

 

第２部 

 

実体法 

 

第Ⅰ章 

 

欧州植物品種権の付与にかかる運用の条件 

 

第５条 

欧州植物品種権の対象 

 

１．とりわけ属や種の間の交配種を含む、あらゆる植物学的な属および種の品種は、欧州植物品種権の

対象となりうる。 

２．本規則では、「品種」とは、１つの植物学的分類群のうち既知の最下層に分類される植物を意味する

こととし、植物品種権の付与条件を完全に満たしているかどうかにかかわらず、この分類は、 

— 既定の遺伝子型又は遺伝子型の組み合わせによる特性の発現により定義され、 

— 前記のうち少なくとも１つの特徴の発現により他のいかなる分類からも区別され、かつ 

— 変化することなく繁殖する適合性に関して一群とみなされる。 

３．植物群は、植物の全体又は植物全体を産出しうる部分からなり、その両方は以下「品種構成要素」

という。 

４．第２項の最初のインデントで言及した特性の発現は、遺伝子型又は遺伝子型の組み合わせによって

生じる変異のレベルも同じであれば、同種の品種構成要素間で不変であっても可変であってもよい。 

 

第６条 

保護対象となる品種 

 

欧州植物品種権は以下のような品種に付与される： 

(a) 明らかに他と異なり、 

(b) 均一であり、 

(c) 安定しており、かつ 

(d) 新しい。 

さらに、品種は、第63条の条項に従い、名称によって指定されなければならない。 

 

第７条 

区別性 

 

１．品種は、特定の遺伝子型あるいは遺伝子型の組み合わせの結果である特性の発現を参照することに

よって、第51条に従って決定した申請日当日時点でその存在が公知となっている他のいかなる品種と
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さらには必要な予算措置も同様にモデル化され植物品種庁は、前述の加盟国および委員会の代表者から

なる管理理事会による助言および監督を受けなければならずこの規則の採用によって、条約が第235条に

ある以外の権限を与えることはなく本規則は、「植物の新品種の保護に関する国際条約（UPOV条約）」

や「欧州特許の付与に関する条約（欧州特許条約）」、あるいは「知的所有権の貿易関連の側面に関す

る協定」のような既存の国際条約を偽造品の貿易も含めて考慮し、その結果として、欧州特許条約が要

求する範囲においてのみ、すなわちそのような品種を栽培するために、植物品種の特許取得を禁じるこ

とができ本規則は、前述の条約の将来的展開に照らして、必要に応じて改正のために再考察されるべき

ではあるが、本規則を採択した。 

 

第１部 

 

総則 

 

第１条 

欧州植物品種権 

 

欧州植物品種権のシステムは、植物品種のための共同体産業財産権の唯一にして排他的な形態として、

これにより確立される。 

 

第２条 

欧州植物品種権の効力の統一 

 

欧州植物品種権は、共同体の領域内において一様な効力を有し、前述の領域内においては統一基準以

外で付与、移転、又は終了されることはない。 

 

第３条 

植物品種の国内財産権 

 

本規則は、第92条(1)の規定に従って、加盟国が植物品種の国家の財産権を付与する権利を損なうもの

ではない。 

 

第４条 

欧州植物品種庁 

 

本規則を実施する目的により、欧州植物品種庁を設立し、以後これを「植物品種庁」という。 

 

 

 

 

 

第２部 

 

実体法 

 

第Ⅰ章 

 

欧州植物品種権の付与にかかる運用の条件 

 

第５条 

欧州植物品種権の対象 

 

１．とりわけ属や種の間の交配種を含む、あらゆる植物学的な属および種の品種は、欧州植物品種権の

対象となりうる。 

２．本規則では、「品種」とは、１つの植物学的分類群のうち既知の最下層に分類される植物を意味する

こととし、植物品種権の付与条件を完全に満たしているかどうかにかかわらず、この分類は、 

— 既定の遺伝子型又は遺伝子型の組み合わせによる特性の発現により定義され、 

— 前記のうち少なくとも１つの特徴の発現により他のいかなる分類からも区別され、かつ 

— 変化することなく繁殖する適合性に関して一群とみなされる。 

３．植物群は、植物の全体又は植物全体を産出しうる部分からなり、その両方は以下「品種構成要素」

という。 

４．第２項の最初のインデントで言及した特性の発現は、遺伝子型又は遺伝子型の組み合わせによって

生じる変異のレベルも同じであれば、同種の品種構成要素間で不変であっても可変であってもよい。 

 

第６条 

保護対象となる品種 

 

欧州植物品種権は以下のような品種に付与される： 

(a) 明らかに他と異なり、 

(b) 均一であり、 

(c) 安定しており、かつ 

(d) 新しい。 

さらに、品種は、第63条の条項に従い、名称によって指定されなければならない。 

 

第７条 

区別性 

 

１．品種は、特定の遺伝子型あるいは遺伝子型の組み合わせの結果である特性の発現を参照することに

よって、第51条に従って決定した申請日当日時点でその存在が公知となっている他のいかなる品種と
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も明らかに見分けられる場合に、区別できると見なされる。 

２．別の品種の存在は、第51条に従って決定した申請日に以下の状態であった場合には、とくに、常識

の問題と見なされる。 

(a) 共同体又はいずれかの国において、あるいは関連する権限を有するいずれかの政府間組織におい

て、植物品種権の対象となっているか、植物品種の公式登記簿に記入されている、 

(b) これに関連して植物品種権の付与を申請している、あるいはそのような公式登記簿への記入を申

請していて、その申請が付与又は記入につながった。 

第114条に従って規則を実施することで、さらなる事例を常識の問題と見なされる実例として規定しう

る。 

 

第８条 

均一性 

 

品種は、繁殖の際立った特性から予見しうる多様性の範囲内で、区別性の審査に含まれるそのような

特性の発現が十分に均一である場合に、他の品種記述に使われる特性と同様に、均一であると見なされ

うる。 

 

第９条 

安定性 

 

品種は、品種記述に使われる他の特徴と同じく、区別性の審査に含まれる特性の発現が、繰り返し繁

殖しても、あるいは特定の繁殖サイクルの場合はそのような各サイクルの終わりごとに、不変なままで

ある場合に、安定していると見なされる。 

 

第10条 

新規性 

 

１．品種は、第51条に従って決定した申請日の時点で、下記の条件下で、第11条に定める範囲で育成者

によって、あるいは育成者の同意を得て、品種の構成物又はその品種の収穫物がその品種の利用を目

的として他者に販売又は譲渡されていない場合に、新規であると見なされる。 

(a) 前述の日付の１年以上前に、共同体の領域内において、 

(b) ４年以上前、もしくは、樹木又はブドウの場合は前記の日付の６年以上前に、共同体の領域外に

おいて。 

２．法令に従う目的で公的機関へ、あるいは契約その他の生産、繁殖、増殖、貯蔵又は保管のためだけ

の法的関係に基づく他者への、品種構成物の処分は、育成者がこれらおよびその他の品種構成物を処

分する排他的権利を保持し、それ以上の処分を行わないのであれば、第１項の範囲内における他者へ

の処分とは見なされない。ただし、このような品種の処分は、これらの構成物が交雑品種の生産に繰

り返し使われた場合、又は交雑品種の品種構成物もしくは収穫物が処分された場合は、第１項に関連

 

 

する処分と見なされる。 

同様に、条約の第58条（2）に定める範囲内での一企業又は一商会による別の企業又は商会への品種構

成要素の処分は、そのうちの一社が別の一社に完全に属している、あるいは両社が第３の企業又は商会

に属していて、それ以上に処分しない場合には、他者への処分とは見なされない。 

３．第15条(b)および(c)で記述された目的で育成され、それ以上の繁殖又は増殖に使われていない植物

から生産された品種構成物又は品種の収穫物の処分は、処分目的で品種が参照されない限り、品種の 

利用とは見なされない。 

同様に、国際展示博覧会の範囲内で、公式又は公的に認められた展示会において育成者が品種を陳列

したという事実に起因する、あるいはその結果として処分された、もしくは加盟国がそれと同等である

と公式に認めた展示会で処分された場合は、他者への処分とは見なされない。 

 

第II章 

 

権利所有者 

 

第11条 

欧州植物品種権の付与 

 

１．その品種を育成、発見及び開発した者、又はその権利相続人は、その者ならびに権利相続人ともに、

以下「育成者」と呼び、欧州植物品種権を有するものとする。 

２．仮に２人以上が合同で育種、発見及び開発を行った場合、この権利は彼らに合同で、又はそれぞれ

の権利相続人に付与される。本条項はまた、彼らのうち１人かそれ以上が発見しその他の人々が開発

を行った場合には、２人又はそれ以上の者に適用される。 

３．権利付与はまた、育成者およびその他の者らが権利を合同とすることを書面による宣言によって合

意している場合には、育成者とその他の者らに合同で与えられる。 

４．育成者が被雇用者であった場合、欧州植物品種権の付与は、品種の育種、発見及び開発を背景とし

た雇用関係に適用される国内法に従って決定される。 

５．第２項から第４項に従って欧州植物品種権が２人以上の者らに合同で付与される場合に、１人又は

それ以上の誰かは、権利を主張する旨の書面による宣言によって、それ以外の者らに権限を持たせる

ことができる。 

 

第12条 

欧州植物品種権の申請書提出資格 

 

欧州植物品種権の申請は、あらゆる自然人および法人、又は適用される法によって団体として位置づ

けられた団体であれば提出することができる。 

申請書は、そのような２人以上の者が合同で提出することができる。 
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も明らかに見分けられる場合に、区別できると見なされる。 

２．別の品種の存在は、第51条に従って決定した申請日に以下の状態であった場合には、とくに、常識

の問題と見なされる。 

(a) 共同体又はいずれかの国において、あるいは関連する権限を有するいずれかの政府間組織におい

て、植物品種権の対象となっているか、植物品種の公式登記簿に記入されている、 

(b) これに関連して植物品種権の付与を申請している、あるいはそのような公式登記簿への記入を申

請していて、その申請が付与又は記入につながった。 

第114条に従って規則を実施することで、さらなる事例を常識の問題と見なされる実例として規定しう

る。 

 

第８条 

均一性 

 

品種は、繁殖の際立った特性から予見しうる多様性の範囲内で、区別性の審査に含まれるそのような

特性の発現が十分に均一である場合に、他の品種記述に使われる特性と同様に、均一であると見なされ

うる。 

 

第９条 

安定性 

 

品種は、品種記述に使われる他の特徴と同じく、区別性の審査に含まれる特性の発現が、繰り返し繁

殖しても、あるいは特定の繁殖サイクルの場合はそのような各サイクルの終わりごとに、不変なままで

ある場合に、安定していると見なされる。 

 

第10条 

新規性 

 

１．品種は、第51条に従って決定した申請日の時点で、下記の条件下で、第11条に定める範囲で育成者

によって、あるいは育成者の同意を得て、品種の構成物又はその品種の収穫物がその品種の利用を目

的として他者に販売又は譲渡されていない場合に、新規であると見なされる。 

(a) 前述の日付の１年以上前に、共同体の領域内において、 

(b) ４年以上前、もしくは、樹木又はブドウの場合は前記の日付の６年以上前に、共同体の領域外に

おいて。 

２．法令に従う目的で公的機関へ、あるいは契約その他の生産、繁殖、増殖、貯蔵又は保管のためだけ

の法的関係に基づく他者への、品種構成物の処分は、育成者がこれらおよびその他の品種構成物を処

分する排他的権利を保持し、それ以上の処分を行わないのであれば、第１項の範囲内における他者へ

の処分とは見なされない。ただし、このような品種の処分は、これらの構成物が交雑品種の生産に繰

り返し使われた場合、又は交雑品種の品種構成物もしくは収穫物が処分された場合は、第１項に関連

 

 

する処分と見なされる。 

同様に、条約の第58条（2）に定める範囲内での一企業又は一商会による別の企業又は商会への品種

構成要素の処分は、そのうちの一社が別の一社に完全に属している、あるいは両社が第３の企業又は

商会に属していて、それ以上に処分しない場合には、他者への処分とは見なされない。 

３．第15条(b)および(c)で記述された目的で育成され、それ以上の繁殖又は増殖に使われていない植物

から生産された品種構成物又は品種の収穫物の処分は、処分目的で品種が参照されない限り、品種の

利用とは見なされない。 

同様に、国際展示博覧会の範囲内で、公式又は公的に認められた展示会において育成者が品種を陳

列したという事実に起因する、あるいはその結果として処分された、もしくは加盟国がそれと同等で

あると公式に認めた展示会で処分された場合は、他者への処分とは見なされない。 

 

第II章 

 

権利所有者 

 

第11条 

欧州植物品種権の付与 

 

１．その品種を育成、発見及び開発した者、又はその権利相続人は、その者ならびに権利相続人ともに、

以下「育成者」と呼び、欧州植物品種権を有するものとする。 

２．仮に２人以上が合同で育種、発見及び開発を行った場合、この権利は彼らに合同で、又はそれぞれ

の権利相続人に付与される。本条項はまた、彼らのうち１人かそれ以上が発見しその他の人々が開発

を行った場合には、２人又はそれ以上の者に適用される。 

３．権利付与はまた、育成者およびその他の者らが権利を合同とすることを書面による宣言によって合

意している場合には、育成者とその他の者らに合同で与えられる。 

４．育成者が被雇用者であった場合、欧州植物品種権の付与は、品種の育種、発見及び開発を背景とし

た雇用関係に適用される国内法に従って決定される。 

５．第２項から第４項に従って欧州植物品種権が２人以上の者らに合同で付与される場合に、１人又は

それ以上の誰かは、権利を主張する旨の書面による宣言によって、それ以外の者らに権限を持たせる

ことができる。 

 

第12条 

欧州植物品種権の申請書提出資格 

 

欧州植物品種権の申請は、あらゆる自然人および法人、又は適用される法によって団体として位置づ

けられた団体であれば提出することができる。 

申請書は、そのような２人以上の者が合同で提出することができる。 
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第III章 

 

欧州植物品種権の効力 

 

第13条 

欧州植物品種権所有者の権利および禁止行為 

 

１．欧州植物品種権は、欧州植物品種権の所有者又は所有者ら（以下「所有者」）が第２項に示される行

為に影響を与える権利を有するという効力を持つ。 

２．第15条および第16条の規定を損なうことなく、保護された品種の品種構成物又は収穫物（以下「材

料」と呼ぶ）に関する次の行為には、所有者の承認を必要とする。 

(a) 生産又は繁殖（増殖）、 

(b) 繁殖を目的とした貯蔵、 

(c) 販売の申し出、 

(d) 販売その他のマーケティング、 

(e) 共同体からの輸出、 

(f) 共同体への輸入、 

(g) (a)か ら (f)で上げたいずれかの目的のための保管。 

所有者は条件および制限に権限を行使することができる。 

３．第２項の規定は、保護された品種の未承認の品種構成物の使用によって収穫物が入手され、また所

有者が前述の品種構成物について権利を行使する合理的な機会を有していなかった場合にかぎり、そ

の収穫物について適用される。 

４．第114条に従って規則を実行するにあたっては、特定の事例では、保護された品種の材料から直接入

手した生産物について本13条（2）にある各規定を適用することを条件とすることができる。これらは、

そのような生産物が保護された品種の材料を未承認で使用したところから入手され、また前述の材料

について所有者が権利を行使する合理的な機会を有していなかった場合にのみ、適用することができ

る。第２項の各規定が直接入手された生産物に適用されるかぎりでは、これらも「材料」と見なされ

る。 

５．第１項から第４項の各規定は、以下の場合についても適用される。 

(a) 欧州植物品種権が付与された品種から本質的に由来する品種で、この品種自身は本質的に由来す

る品種ではない場合で、 

(b) 第７条の各規定に従って、保護された品種と明確に区別できない品種であり、かつ 

(c) 生産するためには保護された品種を繰り返し使用する必要がある品種である場合。 

６．第５項(a)の目的で、品種は別の品種から本質的に由来すると見なされ、次の場合に、以下これを「原

品種」と呼ぶ。 

(a) 主に原品種に由来する、又はそれ自身が主に原品種に由来する品種から由来する場合、 

(b) 第７条の各規定に従って原品種と明確に区別できる場合、かつ 

(c) 由来行為の結果である違いをのぞき、原品種の遺伝子型又は遺伝子型の組み合わせの結果である

 

 

特性の発現が、原品種に本質的に一致する場合。 

７．第114条に従って規定を遂行することで、少なくとも第６項の各規定のもとに分類される由来行為の

可能性を明確にすることができる。 

８．第14条および第29条を損なうことなく、欧州植物品種権によって付与される権利の行使は、公衆道

徳、公序良俗、又は公安を根拠として採用されるどの規定も、人間および動植物の健康と生活の保護、

環境保護、工業又は商業財産の保護、あるいは競争の保全、もしくは貿易又は農業生産物をも侵害し

てはならない。 

 

第14条 

欧州植物品種権からの逸脱 

 

１．第13条(2)にかかわらず、かつ農業生産物保全の目的で、繁殖を目的とする農業従事者は、農地や自

身の自作地で植え付けにより入手した収穫物を使用すること、また交雑品種又は合成品種以外の欧州

植物品種権を適用されている品種の繁殖材料を自身の自作地で使用することが認められる。 

２．第１項の各規定は、次の農作植物種にのみ適用される。 

(a) 飼料用植物： 

シサー・アリティナムL.  

ルピナスL.  

アルファルファL.  

エンドウマメL. (一部)  

シャジクソウアレクサンドリナムL. 

シャジクソウレスピナタムL.  

ソラマメ—ソラマメ 

オオカラスノエンドウL.  

および、ポルトガルではネズミムギ 

(b) 穀草類： 

アヴィーナ・サティヴァ 

オオムギL.  

オリザ・サティヴァL.  

カナリークサヨシL. — カナリアサード ライムギL.  

X ライ小麦 

パン小麦L.  

マカロニ小麦 

スペルトコムギL.  

(c) イモ類： 

バレイショ 

(d) 油脂および繊維植物： 

セイヨウアブラナL.（一部） 
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第III章 

 

欧州植物品種権の効力 

 

第13条 

欧州植物品種権所有者の権利および禁止行為 

 

１．欧州植物品種権は、欧州植物品種権の所有者又は所有者ら（以下「所有者」）が第２項に示される行

為に影響を与える権利を有するという効力を持つ。 

２．第15条および第16条の規定を損なうことなく、保護された品種の品種構成物又は収穫物（以下「材

料」と呼ぶ）に関する次の行為には、所有者の承認を必要とする。 

(a) 生産又は繁殖（増殖）、 

(b) 繁殖を目的とした貯蔵、 

(c) 販売の申し出、 

(d) 販売その他のマーケティング、 

(e) 共同体からの輸出、 

(f) 共同体への輸入、 

(g) (a)か ら (f)で上げたいずれかの目的のための保管。 

所有者は条件および制限に権限を行使することができる。 

３．第２項の規定は、保護された品種の未承認の品種構成物の使用によって収穫物が入手され、また所

有者が前述の品種構成物について権利を行使する合理的な機会を有していなかった場合にかぎり、そ

の収穫物について適用される。 

４．第114条に従って規則を実行するにあたっては、特定の事例では、保護された品種の材料から直接入

手した生産物について本13条（2）にある各規定を適用することを条件とすることができる。これらは、

そのような生産物が保護された品種の材料を未承認で使用したところから入手され、また前述の材料

について所有者が権利を行使する合理的な機会を有していなかった場合にのみ、適用することができ

る。第２項の各規定が直接入手された生産物に適用されるかぎりでは、これらも「材料」と見なされ

る。 

５．第１項から第４項の各規定は、以下の場合についても適用される。 

(a) 欧州植物品種権が付与された品種から本質的に由来する品種で、この品種自身は本質的に由来す

る品種ではない場合で、 

(b) 第７条の各規定に従って、保護された品種と明確に区別できない品種であり、かつ 

(c) 生産するためには保護された品種を繰り返し使用する必要がある品種である場合。 

６．第５項(a)の目的で、品種は別の品種から本質的に由来すると見なされ、次の場合に、以下これを「原

品種」と呼ぶ。 

(a) 主に原品種に由来する、又はそれ自身が主に原品種に由来する品種から由来する場合、 

(b) 第７条の各規定に従って原品種と明確に区別できる場合、かつ 

(c) 由来行為の結果である違いをのぞき、原品種の遺伝子型又は遺伝子型の組み合わせの結果である

 

 

特性の発現が、原品種に本質的に一致する場合。 

７．第114条に従って規定を遂行することで、少なくとも第６項の各規定のもとに分類される由来行為の

可能性を明確にすることができる。 

８．第14条および第29条を損なうことなく、欧州植物品種権によって付与される権利の行使は、公衆道

徳、公序良俗、又は公安を根拠として採用されるどの規定も、人間および動植物の健康と生活の保護、

環境保護、工業又は商業財産の保護、あるいは競争の保全、もしくは貿易又は農業生産物をも侵害し

てはならない。 

 

第14条 

欧州植物品種権からの逸脱 

 

１．第13条(2)にかかわらず、かつ農業生産物保全の目的で、繁殖を目的とする農業従事者は、農地や自

身の自作地で植え付けにより入手した収穫物を使用すること、また交雑品種又は合成品種以外の欧州

植物品種権を適用されている品種の繁殖材料を自身の自作地で使用することが認められる。 

２．第１項の各規定は、次の農作植物種にのみ適用される。 

(a) 飼料用植物： 

シサー・アリティナムL.  

ルピナスL.  

アルファルファL.  

エンドウマメL. (一部)  

シャジクソウアレクサンドリナムL. 

シャジクソウレスピナタムL.  

ソラマメ—ソラマメ 

オオカラスノエンドウL.  

および、ポルトガルではネズミムギ 

(b) 穀草類： 

アヴィーナ・サティヴァ 

オオムギL.  

オリザ・サティヴァL.  

カナリークサヨシL. — カナリアサード ライムギL.  

X ライ小麦 

パン小麦L.  

マカロニ小麦 

スペルトコムギL.  

(c) イモ類： 

バレイショ 

(d) 油脂および繊維植物： 

セイヨウアブラナL.（一部） 
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カブL.（一部） 

アマ 

３．第１項に規定された制限に効力を与え、育成者および農業従事者の正当な利益を保護するための条

件は、本規則の効力発生に先立って、第114条に従って規定を実施するにあたり、次にあげる基準に基

づいて規定する。 

— 農業従事者の小作地が必要とする範囲において、小作地のレベルに定量的な制限をつけず、 

— 収穫生産物は、農業従事者自身又はその者に提供されるサービスを通じて、植え付けのために加工

することができるが、とくにその加工した生産物の固有性を加工の結果とともに保証するために、

前述の収穫生産物の加工を行う組織に関して加盟国が定める特定の制限を損なってはならず、 

— 小規模農業従事者は所有者にいかなる支払いも求められてはならないが、小規模農業従事者と見な

されるのは次のようなものとする。 

— 本14条（2）で言及された、特定の耕地作物(1)生産者へのサポートシステムを定めた理事会規則（（EC）

No 1765/92 1992年６月30日付）が適用されるこれらの植物種の場合に、92トン以上の穀物を生産す

るのに必要とされる耕地よりも広い耕地で植物を育成しない農業従事者。耕地の計算には、前述の

規則第８条（2）が適用される。 

— 本14条（2）で言及されたその他の植物種の場合、同等の適正基準を満たす農業従事者。 

— その他の農業従事者は、公正な報酬を所有者に支払うことが求められるが、その金額は同地域にお

ける同品種の繁殖材料のライセンス生産に課される総額より明らかに低いものとし、この公正な報

酬の実際のレベルは、当該の品種に関して第１項で規定した適用制限の対象となる範囲を考慮し、

時間とともに変化してもよく、 

— 本14条の規定又は本14条に従って採択された規定の遵守を監視することは、所有者の独占的責任と

し、その監視を体系化するうえで、所有者は公的機関からの援助を提供することはできず、 

— 関連する情報は、請求によって農業従事者および加工サービスの提供者から所有者に提供される。

関連する情報は、そのような情報が職務上の通常の作業から追加の負荷やコストをかけずに得られ

た場合は、農業生産物の監視に関わる公的機関からも同じく提供される。これらの規定は、個人デ

ータの処理および自由な移動に関して個人データを保護する共同体および国の法に対する、個人デ

ータに関して影響を及ぼすものではない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) OJ No L 181, 1.7.1992, p. 12. Regulation as last amended by Regulation (EEC) No 1552/93 (OJ No L 154, 25.6.1993, 

p. 19).  

 

 

第15条 

欧州植物品種権の効力の限度 

 

欧州植物品種権の効力の限度は、 

(a) 私的に行われ、かつ非商業目的で行われた行為、 

(b) 実験的な目的で行われた行為、 

(c) 他の品種の育成又は発見及び開発の目的で行われた行為、 

(d) 第13条（2）から（4）で言及された行為で、そのような他の品種について、第13条（5）の各規定

が適用される場合、又は他の品種もしくはこの品種の材料が、同等の規定を含まない所有権の保護

下に置かれる場合を除き、かつ 

(e) それを禁止することが第13条（8）、第14条、第29条に定められた規定に反することになる行為。 

 

第16条 

欧州植物品種権の消耗 

 

欧州植物品種権は、保護された品種、又は第13条（5）の規定の対象となる品種のいずれかの材料が、

所有者又は所有者の同意によって他者に譲渡された場合、それが共同体のいずれの場所であれ、前述の

材料に由来したいずれかの材料にかかわる行為にまで拡大適用されない。ただし、次のような行為を除

く。 

(a) 材料が譲渡されたときにそのような繁殖を意図していた場合を除き、当該品種のさらなる繁殖に

関与すること、又は 

(b) 輸出された材料が最終消費目的である場合を除き、品種構成物の、その品種が属する植物属もし

くは植物種の品種を保護していない第三国への輸出に関与すること。 

 

第17条 

品種名称の使用 

 

１．共同体の領域内において、他者に対し営利目的で保護された品種の品種構成物あるいは第13条（5）

の規定の対象となる品種を提供又は譲渡するいかなる者も、第63条に従って指定された品種名称を使

用しなければならず、書面に使用する場合は、品種名称は容易に識別でき、はっきりと読めるものと

する。商標、商標名、又は同様の表示が指定された名称と関連付けられる場合には、同じくこの名称

が容易に認識できるものでなければならない。 

２．その品種の他の材料についてそのような行為をするいかなる者も、法に定められた他の規定に従っ

て、あるいは公的機関や購入者、もしくは正当な利害関係を持つ他の者から請求があった場合には、

この名称を通知しなければならない。 

３．第１項および第２項は、欧州植物品種権の終了後にも適用される。 
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第18条 

品種名称の使用の限度 

 

１．所有者は、品種名称と同一の記号表示について、品種との関連での記号表示の自由な使用を妨げる

ために、欧州植物品種権の終了後にも、付与されたどの権利も使用してはならない。 

２．第三者は、品種名称が第63条に従って指定される以前に付与された権利に限り、品種名称と同一の

記号表示に関して、自由な使用を妨げるために、付与された権利を使用してもよい。 

３．品種が、欧州植物品種権で保護されている、又は加盟国もしくは植物新品種保護国際同盟加盟国の

財産権で保護されている場合、指定された名称又はそれと混同しかねないいかなる記号表示のどちら

も、同一植物種又は第63条（5）に従って公表される刊行物によって関連すると見なされる種の他の品

種、もしくはそのような品種の材料に関連して、共同体の領域内では使用できない。 

 

第IV章 

 

欧州植物品種権の期間および終了 

 

第19条 

欧州植物品種権の期間 

 

１．欧州植物品種権の期間は、付与の年から丸25年が経過するまで、又はブドウおよび樹木種の品種の

場合は丸30年が経過するまでとする。 

２．委員会からの提案に対して特定多数決により行動する理事会は、特定の属又は種について、これら

の期間をさらに５年間延長させることができる。 

３．欧州植物品種権は、所有者がこれを放棄する旨の宣言書を植物品種庁に送付することにより、植物

品種庁が受理した日の翌日から、第１項で定めた、あるいは第２項に従って定められた期間満了前に

失効する。 

 

第20条 

欧州植物品種権の無効 

 

１．植物品種庁は、以下の条件が整った場合に、欧州植物品種権の無効を宣言する。 

(a) 欧州植物品種権の時点で、第７条又は第10条に定められた条件が実施されなかった場合、又は 

(b) 欧州植物品種権の付与が、本質的に申請者が用意した情報および文書に基づいているが、第８条

および第９条で定められた条件が権利付与の時点で満たされていなかった場合、又は 

(c) その資格を得るように権利を譲渡されたのではなく、資格のない者に権利が付与された場合。 

２．欧州植物品種権の無効が宣言された場合、本規則に定められた効力を最初から持たなかったものと

見なされる。 

 

 

 

第21条 

欧州植物品種権の取り消し 

 

１．植物品種庁は、第8条および第9条で定められた条件がもはや遵守されていないことが確認された場

合に、将来的な欧州植物品種権を取り消すことができる。取り消しの時点より以前にすでにこれらの

条件が遵守されていなかったことが確認された場合、遵守されなくなった時点から取り消しが有効に

なる。 

２．植物品種庁は、所有者がそうすることを要請された後、植物品種庁が指定した期限までに、次にあ

げる条件が整った場合に、将来的な欧州植物品種権を取り消すことができる。 

(a) 第64条（3）に従って義務を果たさなかった場合、又は 

(b) 第66条で言及される事例で、別の適切な品種名称を提示しなかった場合、又は 

(c) 欧州植物品種権の効力を持ち続けるために支払うべき手数料の支払いができなかった場合、又は 

(d) 第23条に従って譲渡した結果、当初の所有者として、又は権利相続人としていずれかが、第12条

および第82条に定められた条件をもはや満たしていない場合。 

 

第V章 

 

財産の対象としての欧州植物品種権 

 

第22条 

国内法との同一化 

 

１．第23条から第29条で別途規定される場合を別として、次のような場合に、財産の対象としての欧州

植物品種権は、あらゆる側面において、また共同体の全領域において、加盟国内におけるものと同様

の財産権であると見なされる。 

(a) 欧州植物品種権の登記簿への記入と同時に、関連する日付の時点で所有者が加盟国に居住地、住

宅又は施設を有している、あるいは 

(b) 副段落(a)に規定された条件が満たされない場合は、前述の登記簿で示したように、登記簿の日付

の時点で、最初に述べた所有者の手続代表者が居住地、住宅又は施設を有している。 

２．第１項で規定された条件が満たされない場合、第１項で言及した加盟国は、植物品種庁の住所が所

在する加盟国であるとする。 

３．２つ以上の加盟国にある居住地、住宅又は施設が、所有者又は手続代表者について第１項で言及し

た登記簿に記入された場合、最初に述べた居住地又は住宅を第１項の目的で適用する。 

４．第１項で規定する登記簿に２人以上の者が共同所有者として記入されている場合、登記簿に記入さ

れた順番で１番目の共同所有者を、第１項(a)を適用する目的の当該所有者とし、条件を満たすものと

する。共同所有者の誰も第１項(a)の条件を満たさない場合、第２項が適用される。 
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(a) 欧州植物品種権の時点で、第７条又は第10条に定められた条件が実施されなかった場合、又は 

(b) 欧州植物品種権の付与が、本質的に申請者が用意した情報および文書に基づいているが、第８条

および第９条で定められた条件が権利付与の時点で満たされていなかった場合、又は 

(c) その資格を得るように権利を譲渡されたのではなく、資格のない者に権利が付与された場合。 

２．欧州植物品種権の無効が宣言された場合、本規則に定められた効力を最初から持たなかったものと

見なされる。 

 

 

 

第21条 

欧州植物品種権の取り消し 

 

１．植物品種庁は、第8条および第9条で定められた条件がもはや遵守されていないことが確認された場

合に、将来的な欧州植物品種権を取り消すことができる。取り消しの時点より以前にすでにこれらの

条件が遵守されていなかったことが確認された場合、遵守されなくなった時点から取り消しが有効に

なる。 

２．植物品種庁は、所有者がそうすることを要請された後、植物品種庁が指定した期限までに、次にあ

げる条件が整った場合に、将来的な欧州植物品種権を取り消すことができる。 

(a) 第64条（3）に従って義務を果たさなかった場合、又は 

(b) 第66条で言及される事例で、別の適切な品種名称を提示しなかった場合、又は 

(c) 欧州植物品種権の効力を持ち続けるために支払うべき手数料の支払いができなかった場合、又は 

(d) 第23条に従って譲渡した結果、当初の所有者として、又は権利相続人としていずれかが、第12条

および第82条に定められた条件をもはや満たしていない場合。 

 

第V章 

 

財産の対象としての欧州植物品種権 

 

第22条 

国内法との同一化 

 

１．第23条から第29条で別途規定される場合を別として、次のような場合に、財産の対象としての欧州

植物品種権は、あらゆる側面において、また共同体の全領域において、加盟国内におけるものと同様

の財産権であると見なされる。 

(a) 欧州植物品種権の登記簿への記入と同時に、関連する日付の時点で所有者が加盟国に居住地、住

宅又は施設を有している、あるいは 

(b) 副段落(a)に規定された条件が満たされない場合は、前述の登記簿で示したように、登記簿の日付

の時点で、最初に述べた所有者の手続代表者が居住地、住宅又は施設を有している。 

２．第１項で規定された条件が満たされない場合、第１項で言及した加盟国は、植物品種庁の住所が所

在する加盟国であるとする。 

３．２つ以上の加盟国にある居住地、住宅又は施設が、所有者又は手続代表者について第１項で言及し

た登記簿に記入された場合、最初に述べた居住地又は住宅を第１項の目的で適用する。 

４．第１項で規定する登記簿に２人以上の者が共同所有者として記入されている場合、登記簿に記入さ

れた順番で１番目の共同所有者を、第１項(a)を適用する目的の当該所有者とし、条件を満たすものと

する。共同所有者の誰も第１項(a)の条件を満たさない場合、第２項が適用される。 
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第23条 

譲渡 

 

１．欧州植物品種権は、１人以上の権利相続人への譲渡の対象としてもよい。 

２．譲渡証書による欧州植物品種権の譲渡は、第12条および第82条に定める条件に従う権利相続人にの

み行うことができる。これは書面によって行われ、契約の当事者の署名を必要とする。ただし、これ

が判決又は裁判手続きを終結させるその他の行為の結果である場合を除く。これ以外の場合は無効と

する。 

３．第100条に定める場合を別として、譲渡は第三者が譲渡の日付以前に取得した権利とは関係ないもの

とする。 

４．譲渡は、植物品種庁に対して効力を生じることはなく、実施規則に規定されている証拠書類が提出

され、それが欧州植物品種権の登記簿に記入されるまでは、第三者との間でたがいに引用することは

できない。ただし、登記簿にまだ記入されていない譲渡は、譲渡の日付以降に権利を取得したが、権

利を取得したその日に譲渡を知った第三者との間でたがいに引用してもよい。 

 

第24条 

執行の差押え 

 

欧州植物品種権は、その執行中に差押えることができ、また1988年９月16日にルガノで署名された、

以下「ルガノ条約」と呼ぶ「民事および商事事件における裁判管轄および裁判の執行に関する条約」第

24条の範囲内で、保護を含む暫定措置の対象とすることができる。 

 

第25条 

破産又は同様の手続き 

 

この分野における加盟国の共通規則が発効するまでは、欧州植物品種権が破産又は同様の手続きに関

与しうる加盟国でのみ、そのような手続きは最初にこの分野に適用される国内法又は条約の意義の範囲

に従う。 

 

第26条 

財産の対象としての欧州植物品種権の申請 

 

第22条から第25条までは、欧州植物品種権の申請に適用される。そのような申請に関しては、これら

の条項で欧州植物品種権の登記簿を参照したものは、欧州植物品種権申請の登記簿への参照と見なされ

る。 

 

 

 

 

 

第27条 

契約上の開発利用権 

 

１．欧州植物品種権は、その全部又は一部を、契約上付与される開発利用権の対象とすることができる。

開発利用権は、排他的又は非排他的とすることができる。 

２．所有者は、第１項に従ってその開発利用権に付随する条件又は制限のいずれかに違反して利己的な

利用を享受する者に対して、欧州植物品種権によって与えられる権利を発動することができる。 

 

第28条 

共同所有権 

 

第22条から第27条は、欧州植物品種権が共同所有されている場合には、各自の持ち分が決められてい

ればそれに比例して準用して適用される。 

 

第29条 

強制実施権 

 

１．強制実施権は、１人又は複数人の者が申請することで、公共の利益を理由に第36条で言及される管

理理事会と相談のうえで、植物品種庁によって１人以上の者に付与される。 

２．加盟国、委員会、又は共同体レベルで設立され委員会が登録した組織による申請では、特定の要件

を満たす部類の人々又は１つ以上の加盟国もしくは共同体全域内の何者かのいずれかに強制実施権が

付与される。公共の利益が理由であり、管理理事会が承認した場合にのみ付与される。 

３．植物品種庁は、第１項、第２項、第５項又は第５a項に従って強制実施権を付与する場合に、第２項

で言及された特定の要件と同じく、対象となる行為の種類を規定しそれに付随する妥当な条件を明記

する。妥当な条件には、強制実施権の付与によって影響を受けるであろうあらゆる植物品種権所有者

の利益を考慮する。妥当な条件には、期間制限、所有者への公正な報酬としての適切な使用料の支払

い、強制実施権を行使するのに必要な要件を含めてもよい。 

４．第１項、第２項、第５項又は第５a項で規定される強制実施権の付与後、かつ第３項で設定される可

能な期間制限内で、各１年間の満了時に、手続きを行う当事者のいずれかは、強制実施権付与の取り

消し又は改正の決定を要求することができる。そのような要求の唯一の根拠は、その決定を決めた状

況が該当期間中に変化したこととする。 

５．強制実施権は、申請時に第１項で規定した基準が満たされていた場合に、本来的に由来した品種に

関して所有者に付与される。第３項で言及した妥当な条件には、原品種の所有者への公正な報酬とし

ての適切な使用料の支払いが含まれる。 

5a．申請時、欧州議会および理事会の指令第12条(2)に従って保護された植物品種の非排他的使用の強

制実施権は、公正な報酬としての適切な使用料の支払いを条件として、バイオテクノロジー関連発

明の特許所有者に付与される。ただし、特許所有者は以下の点を明示するものとする。 

(ⅰ) 彼／彼女は当該植物品種権所有者に対して契約上の許可を申請したが許可されなかった、かつ 
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第23条 

譲渡 

 

１．欧州植物品種権は、１人以上の権利相続人への譲渡の対象としてもよい。 

２．譲渡証書による欧州植物品種権の譲渡は、第12条および第82条に定める条件に従う権利相続人にの

み行うことができる。これは書面によって行われ、契約の当事者の署名を必要とする。ただし、これ

が判決又は裁判手続きを終結させるその他の行為の結果である場合を除く。これ以外の場合は無効と

する。 

３．第100条に定める場合を別として、譲渡は第三者が譲渡の日付以前に取得した権利とは関係ないもの

とする。 

４．譲渡は、植物品種庁に対して効力を生じることはなく、実施規則に規定されている証拠書類が提出

され、それが欧州植物品種権の登記簿に記入されるまでは、第三者との間でたがいに引用することは

できない。ただし、登記簿にまだ記入されていない譲渡は、譲渡の日付以降に権利を取得したが、権

利を取得したその日に譲渡を知った第三者との間でたがいに引用してもよい。 

 

第24条 

執行の差押え 

 

欧州植物品種権は、その執行中に差押えることができ、また1988年９月16日にルガノで署名された、

以下「ルガノ条約」と呼ぶ「民事および商事事件における裁判管轄および裁判の執行に関する条約」第

24条の範囲内で、保護を含む暫定措置の対象とすることができる。 

 

第25条 

破産又は同様の手続き 

 

この分野における加盟国の共通規則が発効するまでは、欧州植物品種権が破産又は同様の手続きに関

与しうる加盟国でのみ、そのような手続きは最初にこの分野に適用される国内法又は条約の意義の範囲

に従う。 

 

第26条 

財産の対象としての欧州植物品種権の申請 

 

第22条から第25条までは、欧州植物品種権の申請に適用される。そのような申請に関しては、これら

の条項で欧州植物品種権の登記簿を参照したものは、欧州植物品種権申請の登記簿への参照と見なされ

る。 

 

 

 

 

 

第27条 

契約上の開発利用権 

 

１．欧州植物品種権は、その全部又は一部を、契約上付与される開発利用権の対象とすることができる。

開発利用権は、排他的又は非排他的とすることができる。 

２．所有者は、第１項に従ってその開発利用権に付随する条件又は制限のいずれかに違反して利己的な

利用を享受する者に対して、欧州植物品種権によって与えられる権利を発動することができる。 

 

第28条 

共同所有権 

 

第22条から第27条は、欧州植物品種権が共同所有されている場合には、各自の持ち分が決められてい

ればそれに比例して準用して適用される。 

 

第29条 

強制実施権 

 

１．強制実施権は、１人又は複数人の者が申請することで、公共の利益を理由に第36条で言及される管

理理事会と相談のうえで、植物品種庁によって１人以上の者に付与される。 

２．加盟国、委員会、又は共同体レベルで設立され委員会が登録した組織による申請では、特定の要件

を満たす部類の人々又は１つ以上の加盟国もしくは共同体全域内の何者かのいずれかに強制実施権が

付与される。公共の利益が理由であり、管理理事会が承認した場合にのみ付与される。 

３．植物品種庁は、第１項、第２項、第５項又は第５a項に従って強制実施権を付与する場合に、第２項

で言及された特定の要件と同じく、対象となる行為の種類を規定しそれに付随する妥当な条件を明記

する。妥当な条件には、強制実施権の付与によって影響を受けるであろうあらゆる植物品種権所有者

の利益を考慮する。妥当な条件には、期間制限、所有者への公正な報酬としての適切な使用料の支払

い、強制実施権を行使するのに必要な要件を含めてもよい。 

４．第１項、第２項、第５項又は第５a項で規定される強制実施権の付与後、かつ第３項で設定される可

能な期間制限内で、各１年間の満了時に、手続きを行う当事者のいずれかは、強制実施権付与の取り

消し又は改正の決定を要求することができる。そのような要求の唯一の根拠は、その決定を決めた状

況が該当期間中に変化したこととする。 

５．強制実施権は、申請時に第１項で規定した基準が満たされていた場合に、本来的に由来した品種に

関して所有者に付与される。第３項で言及した妥当な条件には、原品種の所有者への公正な報酬とし

ての適切な使用料の支払いが含まれる。 

5a．申請時、欧州議会および理事会の指令第12条(2)に従って保護された植物品種の非排他的使用の強

制実施権は、公正な報酬としての適切な使用料の支払いを条件として、バイオテクノロジー関連発

明の特許所有者に付与される。ただし、特許所有者は以下の点を明示するものとする。 

(ⅰ) 彼／彼女は当該植物品種権所有者に対して契約上の許可を申請したが許可されなかった、かつ 
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(ⅱ) その発明が、保護された植物品種と比較して相当な経済的利益を生む重要な技術的進歩を構成

していること。 

彼／彼女が植物品種権を取得又は利用できるようにするために、欧州議会および理事会の指令第12

条(1)に従って特許発明の非排他的使用について所有者に強制実施権が付与された場合、その品種を利

用する妥当な条件についての非排他的クロスライセンスが、申請時にその発明の特許所有者に付与さ

れていること、 

本項で言及しているライセンス又はクロスライセンスの領土範囲は、特許の対象となる共同体の一

部に限定される。 

６．第114条に基づく実施規則は、第１項、第２項、第５a項で言及した公益上のライセンスの別の特定

例を明記して詳細を規定することができる。さらに、第１項から第５a項の実施について詳細を規定す

ることもできる。 

７．強制実施権は、植物品種権について、加盟国によって付与されることはない。 

 

第３部 

 

欧州植物品種庁 

 

第Ⅰ章 

 

総則 

 

第30条 

法的地位、支所 

 

１．植物品種庁は、共同体の組織の１つとし、法人格を持つ。 

２．植物品種庁は、各加盟国内において、それぞれの法律のもとの法人格と一致する法的能力を最大限

に享受する。特に、動産不動産を取得および処分することができ、法的手続きの当事者となることが

できる。 

３．植物品種庁は、長官が代表を務める。 

４．植物品種庁は、第36条で規定される管理理事会の同意を得て、その特定の行政機能の執行を官公庁

に委任するか、又はその目的のために、加盟国の同意により独自に支所を設置することができる。 

 

第31条 

スタッフ 

 

１．欧州共同体職員の職員規則、欧州共同体のその他の勤務者の雇用条件、およびこの職員規則ならび

に雇用条件を適用する目的で欧州共同体の機関が共同で採択した規則は、審判部の構成員に第47条を

適用することに影響を及ぼすことなく、植物品種庁の職員に適用される。 

 

 

２．第43条に影響を及ぼすことなく、職員規則およびその他の勤務者の雇用条件により仲裁人選定機関

に与えられた権限は、植物品種庁がその職員に関して行使するものとする。 

 

第32条 

特権および免責事項 

 

欧州共同体の特権および免責に関する手順を、植物品種庁に適用するものとする。 

 

第33条 

法的責任 

 

１．植物品種庁の契約上の責任は、問題の契約に適用される法律に準拠する。 

２．欧州共同体司法裁判所は、植物品種庁が締結した契約に含まれる仲裁条項に従って判決を下す司法

権を持つものとする。 

３．非契約上の責任がある場合には、加盟国の法律に共通する一般原則に従って、植物品種庁はその部

門又は勤務者が職務を遂行することによって生じたいかなる損害も補償するものとする。 

４．司法裁判所は、第３項で言及された損害賠償に関連する紛争について司法権を持つ。 

５．植物品種庁に対するその勤務者の個人的責任は、彼らに適用される職員規則又は雇用条件で定めら

れた規定によって管理される。 

 

第33a条 

記録文書の公開 

 

１．欧州議会、理事会および委員会の記録文書公開(1)に関する欧州議会および理事会規則（EC）No 

1049/2001（2001年５月30日付）は、植物品種庁が有する記録文書にも適用される。 

２．管理理事会は、欧州植物品種権について規則（EC）No 2100/94(2)を改訂した理事会規則（EC）No 

1650/2003（2003年６月18日付）の発効から６か月以内に、規則（EC）No 1019/2001を実施するための

実際的な取り決めを承認する。 

３．植物品種庁が規則（EC）No 1049/2001の第８条に従って下した決定は、条約の第195条および第230

条に定められたそれぞれの条件のもとで、オンブズマンへの告訴又は司法裁判所での訴訟の対象とな

りうる。 

 

 

 

 

 

(1) OJ  L  145, 31.5.2001,  p. 43. 

(2) OJ  L  245, 29.9.2003,  p. 28. 
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(ⅱ) その発明が、保護された植物品種と比較して相当な経済的利益を生む重要な技術的進歩を構成

していること。 

彼／彼女が植物品種権を取得又は利用できるようにするために、欧州議会および理事会の指令第12

条(1)に従って特許発明の非排他的使用について所有者に強制実施権が付与された場合、その品種を利

用する妥当な条件についての非排他的クロスライセンスが、申請時にその発明の特許所有者に付与さ

れていること、 

本項で言及しているライセンス又はクロスライセンスの領土範囲は、特許の対象となる共同体の一

部に限定される。 

６．第114条に基づく実施規則は、第１項、第２項、第５a項で言及した公益上のライセンスの別の特定

例を明記して詳細を規定することができる。さらに、第１項から第５a項の実施について詳細を規定す

ることもできる。 

７．強制実施権は、植物品種権について、加盟国によって付与されることはない。 

 

第３部 

 

欧州植物品種庁 

 

第Ⅰ章 

 

総則 

 

第30条 

法的地位、支所 

 

１．植物品種庁は、共同体の組織の１つとし、法人格を持つ。 

２．植物品種庁は、各加盟国内において、それぞれの法律のもとの法人格と一致する法的能力を最大限

に享受する。特に、動産不動産を取得および処分することができ、法的手続きの当事者となることが

できる。 

３．植物品種庁は、長官が代表を務める。 

４．植物品種庁は、第36条で規定される管理理事会の同意を得て、その特定の行政機能の執行を官公庁

に委任するか、又はその目的のために、加盟国の同意により独自に支所を設置することができる。 

 

第31条 

スタッフ 

 

１．欧州共同体職員の職員規則、欧州共同体のその他の勤務者の雇用条件、およびこの職員規則ならび

に雇用条件を適用する目的で欧州共同体の機関が共同で採択した規則は、審判部の構成員に第47条を

適用することに影響を及ぼすことなく、植物品種庁の職員に適用される。 

 

 

２．第43条に影響を及ぼすことなく、職員規則およびその他の勤務者の雇用条件により仲裁人選定機関

に与えられた権限は、植物品種庁がその職員に関して行使するものとする。 

 

第32条 

特権および免責事項 

 

欧州共同体の特権および免責に関する手順を、植物品種庁に適用するものとする。 

 

第33条 

法的責任 

 

１．植物品種庁の契約上の責任は、問題の契約に適用される法律に準拠する。 

２．欧州共同体司法裁判所は、植物品種庁が締結した契約に含まれる仲裁条項に従って判決を下す司法

権を持つものとする。 

３．非契約上の責任がある場合には、加盟国の法律に共通する一般原則に従って、植物品種庁はその部

門又は勤務者が職務を遂行することによって生じたいかなる損害も補償するものとする。 

４．司法裁判所は、第３項で言及された損害賠償に関連する紛争について司法権を持つ。 

５．植物品種庁に対するその勤務者の個人的責任は、彼らに適用される職員規則又は雇用条件で定めら

れた規定によって管理される。 

 

第33a条 

記録文書の公開 

 

１．欧州議会、理事会および委員会の記録文書公開(1)に関する欧州議会および理事会規則（EC）No 

1049/2001（2001年５月30日付）は、植物品種庁が有する記録文書にも適用される。 

２．管理理事会は、欧州植物品種権について規則（EC）No 2100/94(2)を改訂した理事会規則（EC）No 

1650/2003（2003年６月18日付）の発効から６か月以内に、規則（EC）No 1019/2001を実施するための

実際的な取り決めを承認する。 

３．植物品種庁が規則（EC）No 1049/2001の第８条に従って下した決定は、条約の第195条および第230

条に定められたそれぞれの条件のもとで、オンブズマンへの告訴又は司法裁判所での訴訟の対象とな

りうる。 
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